（市内、準市内業者のみ）

主観点（社会貢献度）に関する評価項目調書
令和　　年　　月　　日

那須塩原市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の職・氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名及び連絡先電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
· 該当する項目について、□欄に✔をつけてください。
　

１　障害者雇用促進
	1
	障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づく障害者の雇用義務を達成している事業者
	□

	２
	障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づく障害者の雇用義務はないが障害者を雇用している事業者
	□


　　※　令和７年１２月１日現在において障害者を雇用していること。
　　※　添付書類　要
　　　　■１に該当　

・令和７年６月１日現在における障害者雇用状況報告書（管轄公共職業安定所の受付印の押印されたもの）の写し

　　　　■２に該当　

・障害者手帳の写し

・雇用状況が確認できる書類（社会保険被保険証、住民税特別徴収税額通知書など）の写し

※いずれの書類においても障害者の氏名及び生年月日が確認できること。

※複数雇用している場合は、一人分で可

【注　意】　

雇用労働者が障害者であるかについての確認や障害者手帳等の写しを取得するときは、厚生労働省策定の「プラ
イバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を参考にし、適切に対応くださいますようお願いします。
　※プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/78.pdf）
２　更生保護支援

	宇都宮保護観察所に協力雇用主として登録がある事業者
	□


　　※　添付書類　要
・調書提出日から３ヵ月以内に宇都宮保護観察所が発行する協力雇用主登録証明書の写し
　　　　　 ３　次世代の社会を担う子どもが健やかに育成される環境整備への取組
	１
	次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）による一般事業主行動計画を労働局に提出している
	□

	２
	上記に加え、次世代育成支援対策推進法による基準適合一般事業主の認定（くるみん認定）を労働局から受けている
	□



　　※　添付書類　要
　　　　　　　　 ■１に該当　
　　　　　　　　　　・一般事業主行動計画策定し労働局へ提出した届出の写し（労働局の受付印が押印されたもの）
　　　　　　　   　■２に該当
　　　　　　　　　  ・労働局が発行した認定通知書の写し
　　　　　４　女性の活躍を推進する取組
	１
	女性活躍推進法（平成27年法律第64号）による一般事業主行動計画を労働局に提出している
	□

	２
	上記に加え、女性活躍推進法による基準適合一般事業主の認定（えるぼし認定）を受けている
	□



　　※　添付書類　要
　　　　　　　　 ■１に該当　
　　　　　　　　　　 ・一般事業主行動計画策定し労働局へ提出した届出の写し（労働局の受付印が押印されたもの）
　　　　　　　　　 ■２に該当
　　　　　　　　　 　・労働局が発行した認定通知書の写し

　添付書類がある場合には、本調査票の裏に左上ホチキス１点止めの上、提出して
　ください。
　　　
